業務委託契約書
　社会福祉法人くれよん（以下甲と称す）と、会沢内科クリニック（以下乙と称す）は、利用者の健康管理に関して、以下のような業務契約を締結するものとする。
第1条　乙は、甲の協力医療機関となることに同意する。
第2条 甲は、利用者の健康状態を維持・確認するために、必要に応じて乙において健康診断等を受けるものとする。
第3条 乙は、利用者の医学的治療を要する際には、できる限り迅速に診断・治療等の処置を行うものとする。
第4条 この契約書の契約期間は、原則として契約締結の日から１年間とするが、甲、乙

いずれかからの異議申し立てがない限り、自動的に１年間延長するものとする。
令和６年４月１日

甲　　　茨城県水戸市元吉田町１８７３－８
　　　　社会福祉法人　くれよん

　　　　理事長
　三　次　　悟　印
乙　　　茨城県水戸市住吉町４４－３７

会沢内科クリニック（医療法人　健伸会）
院　長　　白石　裕司　　印
協力医療機関との契約内容
	協力医療機関の名称
	会沢内科クリニック（医療法人　健伸会）

	所　在　地
	茨城県水戸市住吉町４４－３７

	診療科名
	内　科

	事業所からの距離
	１．５ｋｍ（車で５分）

	契約の内容
	協力医療機関と以下のような契約を結び、利用者の健康維持及び緊急時に対する体制を整える。
１．協力医療機関は、利用者の医学的治療を要する際には、迅速に

診断・治療等の処置を行う。

２．協力医療機関は、利用者の健康状態維持に関して、必要に応じて診断を行うとともに、必要な処置を行う。


